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  エ）ビン、耐熱ガラス類                       

   ※持ち込みには 10 ㎏あたり 350 円の処理手数料がかかります。できるだけ

ステーション回収をご利用ください。 

   ※中身を空にして、洗ってから持ち込んでください。中身が入っているものは

持ち込みできません。 

   ※分別ができていない状態で持ち込んだ場合は、ごみを下ろす際に分別をしな

がら下ろしていただきます。 

   ※ビンの中にタバコなどの異物が入っている場合は、中身を抜き取り洗ってか

ら持ち込んでください。 

   ※マニキュアが入っていたビンなど、洗っても汚れが落ちないものはうめたて

ごみとなります。 

   ※ラベルなどはそのままでも問題ありません。 

   ※金属及びプラスチック製のフタは、それぞれ「カン」及び「通常可燃ごみ」

へ分別して持ち込んでください。 

   ※ （リターナブルびんマーク）が付いているビンは販売店へ返却してく

ださい。 

   ※一升ビン、ビールビン、焼酎ビン、牛乳瓶などのリターナブルビンの一部は、

上記「リターナブルびんマーク」が付いていないものもありますが、リター

ナブルビンであれば販売店へ返却できます。 

   ※耐熱ガラス製の調理用ボウルや哺乳瓶などはビンとして持ち込んでくださ

い。 

   ※ガラスのコップやガラスの置物、クリスタル製品などのガラス製品はうめた

てごみです。 

   ※陶磁器の容器はうめたてごみです。 

   ＜持ち込めるビンの種類など＞                       

・空の飲料用ビン 

・空の食品用ビン 

・空の化粧品のビン 

・耐熱ボウルや哺乳瓶などの耐熱ガラス 

・空の保存容器用のビン                   など 


